
（１）調査基準価格の改正

調査基準価格は下記の計算式により算出された合計 調査基準価格は下記の計算式により算出された合計

額とする。 額とする。

　①直接工事費の額９５％　 　①直接工事費の額９７％

　②共通仮設費の額の額の９０％　　 　②共通仮設費の額の額の９０％　　

　③現場管理費の額の９０％　　　 　③現場管理費の額の９０％　　　

　④一般管理費の額の５５％　　　 　④一般管理費の額の５５％　　　

　合計額＝調査基準価格 　合計額＝調査基準価格

ただし、予定価格の１０分の９（上限額）から１０ ただし、予定価格の１０分の９（上限額）から１０

分の７（下限額）の範囲とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　分の７（下限額）の範囲とする。　

（２）失格基準の改正はありません

入札価格が次の場合は失格とする。

入札価格が調査基準価格を下回る価格での入札者

全員の平均入札価格に０．９を乗じた金額を下回る

場合

※　調査基準価格を下回る価格での入札者が３者未

　満の場合は下位３者とする。

ただし、次の場合はこの限りでない。

入札価格が、(直接工事費×０.８５＋共通仮設費×

０.８５＋現場管理費×０.９＋一般管理費×０.５５）

の額以上の場合

※入札者が２者の場合、上記の合計額に満たない者

は失格とする。

工場生産品費の割合が直接工事費の７割を超えるも

のは適用外とする。

　公共工事の適正な施工を図るため、南砺市低入札価格調査制度要領を下記のとおり改

正し、平成２９年４月１日以降に公告・指名通知した入札から適用します。

１．南砺市低入札価格調査制度要領の改正について
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